　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和７年度第３回葉山町国民健康保険運営協議会議事録

日　時：　令和８年２月３日（火）　14時00分～15時20分
場　所：　葉山町役場　３階　議会協議会室１
出席者：　委員５人　（傍聴者なし）

１　開　会
　会長あいさつ
　　国民健康保険運営協議会規則第３条第３項の規定により、委員２分の１以上が出席のため本会議は成立
同第５条第２項の規定により、会議録署名委員を２名選出

２　議　題
【議題１】　令和７年度国民健康保険特別会計２月補正予算（案）について
お手元の資料のA3横の議題1、令和7年度国民健康保険特別会計2月補正予算（案）について、をご覧
いただきたいと思います。
左側歳入からご覧ください。
１　県支出金　普通交付金につきましては、国民健康保険の都道府県化に伴い、町が出資支出した給付
費の全額を神奈川県から交付されるものです。令和7年度は、療養費が当初見込みを上回ることに伴う
更正増となるものものです。
療養費とは、緊急等により保険証を持たずに受診した場合や、治療目的とのための補装具、はりきゅう・
マッサージ等に関わった費用のうち、自己負担分を除いた額を療養費として支払われ、今回の補正で208
万2,000円の増額を見込んでおります。
2  財産収入、利子及び配当金は国民健康保険事業運営積立金の預金金利の上昇に伴い、5万3,000円の
増を見込んでおります。
3  繰入金    1 一般会計繰入金
一般会計繰入金とは法律で町の一般会計から一定の額を国民健康保険特別会計に繰り入れることが認め
られております。
（1）保険基盤安定制度繰入金（保険料軽減分）とは、保険料は収入に応じて、主に低所得者の方に対し
て、7割5割2割の軽減がありますが、その軽減分を町と県で公費負担するものになります。
令和7年度繰入額の額の確定に伴い727万7,000円を増額補正しております。
（2）保険基盤安定制度繰入金(保険者支援分)とは、軽減対象者を多く抱える市町村に対して交付される
ものです。こちらも令和7年度額の確定に伴い、3万7,000円の増額を計上しております。
（3）未就学児均等割保険料繰入金につきましては、未就学児、6歳になるまでの均等割額の半額を公費
で負担する制度ですが、こちらも神奈川県で額が確定したことに伴い、14万8,000円を増額するもので
ございます。
（4）産前産後保険料繰入金につきましては、出産する、または出産した被保険者にかかる産前産後期間、
（4ヶ月間）の均等割を免除する制度ですが、こちらも額確定に伴い、19万円の減額となります。
（5）財政安定化支援事業繰入金
国民健康保険財政の負担の平準化を図るため、高齢者の割合が多いなど、市町村の責めに帰することが
できない理由により、国民健康保険財政が受ける影響を勘案した算定額について、一般会計から繰り入
れることができるものです。
具体的には60歳以上の方の被保険者の割合に応じて交付されるものです。
こちらも令和7年度の額の確定に伴い、更正減、減額により40万3,000円を減額するものです。
2   基金繰入金は、894万3,000円を基金から取り崩します。
続いて右側歳出をご覧ください。
1  保険給付費については、療養費が不足見込みであることから、208万2,000円を増額補正するもので
す。
先ほど歳入のほうでご説明しましたが、この支出した同額が県から交付されます。
左側歳入の県支出金  普通交付金の金額と数字が一致していると思います。
2  基金積立金については、基金利子収入の増額に伴う更正増になります。
3  諸支出金、枠内１　保険料還付金については、保険料を多く納め過ぎたときなどにお返しする保険料
返還金です。所得の更正などになどで見込みより多くの返還金が見込まれることから、121万6,000円
を増額補正するものです。
その下2  国庫支出金等返納金については、令和6年度の社会保障税番号制度システム整備等補助金、
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知広報等事業、マイナ保険証保有者に対して、確の
ため12桁の個人番号の下4桁を記載したものを送付しました。
その郵送代について国から補助金が交付されましたが、精査したところ、国庫補助金、国庫補助決定受
け入れ済み額105万8,000円に対し、所要額が101万6,000円となったことにより、4万2,000円を国
に返還する必要があるため補正とするものです。
以上で説明を終わります。

【ご質疑・ご意見なし】

【議題２】葉山町国民健康保険条例改正（案）について
続きまして議題2葉山町国民健康保険条例改正（案）についてご説明させていただきます。
お手元の資料　議題２ をご用意ください。
国民健康保険法の改正に伴い、令和8年度保険料に係る条例の改正を行うもので、改正内容は3点となります。
1点目は、令和8年度から始まる子ども子育て支援金の納付金制度の創設、2点目は、国民健康保険料の賦課限度額の引き上げを行うもの、3点目は保険料軽減判定所得基準の引き上げでございます。
いずれも令和8年4月1日施行、議決をいただきましてホームページや当初賦課納付決定通知書で通知を行う予定になります。
最初に子ども・子育て支援制度について概要をお話しさせていただきます。
少子化対策に受益を要する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、医療保険の保険料とあわせて拠出いただく子ども・子育て支援金制度を令和8年度に創設いたします。
四角枠内をご覧ください。保険料で徴収させていただいたものの使い道は、出産子育て応援給付金の制度化、共働き・共育てを推進ための経済支援、こども誰でも通園制度児童手当等に使われる予定になります。
2ページをご覧ください。
医療保険者は、医療保険制度上の給付に係る保険料や介護保険料と合わせて子ども・子育て支援金を徴収する、とあります。
先ほどの概要で説明させていただいた図を覚えておられるかと思いますけども、今までは医療分・後期支援分・介護分だったのが、令和8年度からその下に新たに子ども・子育て支援金として所得割と均等割、葉山町では2つ追加する形になります。
なお平等割（世帯割）については徴収せず、所得割と均等割で賄う予定となっております。
その下、賦課限度額の引き上げについてです。
最初にご説明いたしましたとおり、保険料は医療分、75歳以上の後期高齢者の方を支援する後期支援分、40歳以上65歳未満の方の介護分の3つから成り立っておりますが、医療分の賦課限度額を66万円から1万円引き上げて67万円に改めるものでございます。
3ページをご覧ください。
なお、後期高齢者支援分の26万円、介護分の17万円については変更ありません。
以上の3つを合計で、賦課総額の限度額が令和7年度の109万円から110万円になり、さらに令和8年度の新たに設置される子ども・子育て支援金分の上限額3万円を足しますと113万円が国民健康保険料の上限額となります。
今回の改正により、高所得者が保険料を多く負担することにより、負担の大きい中間所得者の負担軽減に繋がることを目的としております。
3点目、国民健康保険料の軽減判定の所得の引き上げを行うものでございます。
保険料には主に低所得者の方たちの所得に応じて、7割・5割・2割の軽減がございます。
物価高騰の動向を踏まえ、保険料の軽減の措置の対象を拡大するために、２割軽減及び5割軽減の対象となる世帯の軽減判定の所得の引き上げをさせていただくものでございます。
2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者と同一世帯所属者数の合計に乗ずる金額を56万円から57万円に、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者と特定同一世帯所属者数の合計に乗ずる金額を30万5,000円から31万円に改めるものでございます。
7割軽減について変更はございません。
以上で条例改正案についての説明を終わらせていただきます。
よろしくお願いします。

[bookmark: _Hlk207803875]【ご質疑・ご意見】

（委員）子ども・子育て支援金についての質問を2、３点ほどさせていただきたいのですが、まず葉山
町では子ども・子育て支援金分の平等割を設定しないと今伺いましたが、これは何か理由があるので
しょうか。
2点目、上限が3万円ということは資料にありますが、所得割、均等割で世帯構成ごとに金額にバリエ
ーションが出てくると思うんですが、大体概算で幾らくらい増加するのかという、概算がわかれば教えていただきたいのと、あと3点目はその通知はいつごろになるのでしょうか、お願いします。

（事務局）まず1点目のなぜ平等割を取らないのか、というご質問ですが、県内で横浜市や川崎市など県内市町村が集まる、県国民健康保険協議会というのがございます。そこで神奈川県の方針としては、平等割という考えについて、現況は単身世帯が多いという事実と、子ども・子育て納付金を算出した際も平等割が含まれておりませんで、世帯で計算するという考えはこの時代にあてはまらない、という考えのもと神奈川県としては平等割は取らない、という方針でした。ですが平等割を採る、取らないの最終判断は市町村側になります。他の自治体は平等割を採るところもありますが、葉山町としては最終的には神奈川県の意向に沿った形で平等割はとらずに、均等割と所得割の2方式とする予定です。
2点目のどのぐらいの増額になるのかというご質問ですが、来年度の予算を算出する際に、私どもの方で、先ほど委員がおっしゃったように世帯ですとか、お子様のいる以内の状況によって変わりますのでモデルケースを1つ作っております。
モデルケース世帯として、ご夫婦お二方、奥様とご主人様が50歳。お子様が20歳の方がおひと方と、15歳の方がおひと方で、年収で収入額が800万の世帯です。このモデル世帯で算出をした場合には、世帯で1万9,000円という積算をさせていただきました。もちろん世帯ですとか、お子様のいる、いらっしゃらない、単身、世帯の状況によって変わりますので、あくまでもモデルケースの1つとして、ご記憶いただければと思います。
3点目、いつ通知されるのか、というご質問ですが、毎年国民健康保険は6月に賦課決定通知書を送らせて頂きますが、そこに従来の医療分・後期支援分・介護分に加えて、子ども・子育て分を新たに追加して送付する予定です、また国の方から子ども・子育て納付金として納めて頂いた保険料の使い道を記載したチラシを、まだ案の段階ですけども、いただきまして、決定通知書と併せて同封する予定となります。
（委員）1万9,000円というのは年額ですか。

（事務局）はい、年額になります。

【議題３】　令和８年度国民健康保険特別会計当初予算（案）について
令和8年度国民健康保険特別会計予算案についてでございます。
こちらは2月9日から開会される葉山町葉山町議会令和8年2月定例会に議案提出をし、予算特別委員会において予算の認定を受ける予定となっております。
お手元の資料議題3、令和8年度国民健康保険特別会計当初予算（案）について、をご覧ください。
1ページ、総括表をご覧ください。
最初にご説明いたしましたとおり、国民健康保険特別会計の予算は、歳出の数字から固めます。
1ページ下段の歳出の方の令和8年度をご覧ください。
項番1から8までございまして、2番、病院や機器等に支払う医療給付費、3番、神奈川県に納める国民健康保険事業費納付金が支出の大半を占めております。
その他人件費などを加えた1番から8番を合計しました、支出総額33億6,334万5,000円を見込んでおります。
続いて上段の歳入をご覧ください。
歳入 令和8年度のほうをご覧ください。
項番4、県支出金、神奈川県から交付される交付金やその他、一般会計などの繰入金など、項番の2番
から8番を合計し、残りの金額を歳出総額に見合うように、国民健康保険料を算出します。
令和8年度歳入総額33億6,334万5,000円で、令和7年度35億601万3,000円より、1億4,266万
8,000円の減となっております。
被保険者の減少が大きな原因と思われます。
続きまして、歳入の詳細について歳入概要から説明をさせていただきます。
おめくりいただきまして3ページをご覧ください。
右側の括弧の数字は、前回の予算、7年度の数字となっております。
項目１　国民健康保険料については、先ほどお伝えしました3つの医療分・後期支援分・介護分に8
年度から新設される子ども・子育て支援分の収入の見込みとなっておりまして、8億1,593万7,000
円、前年対比1,721万6,000円増となっております。
1ページ目で、予算の総額としては減ったものの、保険料が増額している要因としましては枠内の（7）
新年度から始まる子ども・子育て分が追加されたことによります。
2　使用料及び手数料につきましては、保険料納付証明書等の発行手数料になります。
3　国庫支出金　マイナ保険証の周知に伴う費用の一部を、国から社会保障税番号制度整備等補助金と
して見込んでおりましたが、8年度は歳入の見込みがないため、1,000円の科目設定としております。
4   県支出金につきましては、22億3,035万9,000円、前年度対比1億2,051万3,000円減となって
おります。
枠内の番号 1  普通交付金は、後程触れる歳出の保険給付費のうち、療養給付費、療養費審査支払手
数料、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費を町が支出した同額が、県支出金として交付される
ものでございます。
その下、枠内番号　２ 特別交付金は、医療の適正化、予防、健康づくり、収納率等の市町村の取り組
み状況に応じて交付されるものでございます。
一番下、5　財産収入につきましては、国民健康保険事業運営基金の運用から生じる利子収入、前年度
より利率の上昇が見込まれることから、61万8,000円を見込んでおります。
おめくりいただきまして4ページをご覧ください。
6番繰入金
一般会計繰入金につきましては、2億3,341万8,000円、前年対比8,079万3,000円の減となってお
ります。
こちらにつきましては、一番下の（8）その他一般会計繰入金の減額によるもので令和7年度は7,000
万円を一般会計から繰り入れを行いましたが、令和8年度は一般会計からの繰り入れを行わない予定
です。
その下枠内の2   基金繰入金は、令和8年度は4,000万円を基金から取り崩しを行う予定です。
7   繰越金は前年度の剰余金、8  諸収入は保険保険料の延滞金、預金利子収入、交通事故などによる
第三者行為の返還金等、雑入になります。
歳入は以上になります。
続いて歳出です。
7ページをご覧ください。歳出概要によりご説明させていただきます。
歳入と同じく右側が括弧内の数字は7年度の数字となります。
１　総務費につきましては一般事務等に要する経費となります。
枠内の2　国民健康保険運営事業は、国民健康保険制度の健全な運営に関する事務を行い、主に郵便代
や旅費などになります。
3　国民健康保険徴収徴収強化事業については滞納者等に対しての徴収強化対策を、債権一元化に伴い
令和7年度中に税務課に事務が移管したことに伴い、8年度はゼロとなっております。
４  共同電算処理事業については、給付記録や医療費通知等に係る電算処理事務を国民健康保険連合
団体連合会、国保連に委託するものです。
5   連合会負担金につきましては、各保険者が国民健康保険団体連合会の事務運営に要する経費等を
負担するものでございます。
6  国民健康保険運営協議会事業費につきましては、本運営協議会に要する経費でございます。
続きまして2  保険給付費についてです。
21億9,437万7,000円で前年度より9,749万1,000円の減となっております。
枠内 1   療養給付費支給事業につきましては、被保険者が医療機関で支払う医療費の自己負担分を
除いた残りを負担するもので、18億6,991万6,000円。前年度対比8,862万5,000円の減となってお
ります。
こちらも被保険者数の減少によるものと思われます。
少し左下に被保険者5,917 人  世帯数4,007人と書いておりますが、こちらは令和8年度の被保険者
数と世帯数の見込みとなっております。減少が続く見込みです。
枠内の2  療養費支給事業につきましては1,539万円、前年対比11万1,000円減となっております。
療養給付費及び療養費につきましては、過去3ヵ年の実績及び被保険者数の減少を踏まえた上で計上
させていただいております。
3   審査支払手数料支払事業につきましては、レセプトの審査等に対する手数料でございます。
4   高額療養費支給事業につきましては、2億8,421万2,000円、前年度対比8,926万円の減となっ
ております。
8ページをご覧ください。
5   高額介護合算療養費支給事業、6  移送費支給事業については記載の通りでございます。
7   出産育児一時金支給事業から9   葬祭費支給事業までは、前年度と同額を見込んでおります。
枠内の括弧番号10  傷病手当金支給事業については、新型コロナに感染した被保険者で、給与所得者
に対する補償です。令和5年5月7日をもちまして事業は終了しておりますが、さかのぼっての申請
があるときのため、令和7年度に科目設定をしておりましたが、令和8年度は時効で終了するため、
0円となります。
その下3　国民健康保険事業費納付金につきましては、県の特別会計を運営していくために、県内市町
村から事業費納付金として神奈川県に納付するものとなっております。
枠内の番号1　医療給付費分については6億7,108万5,000円。　2　後期高齢者支援金等分につきま
しては2億4,732万9,000円。介護納付金分につきましては1億1,131万2,000円。
4   令和8年度から始まる子ども・子育て支援分2,465万9,000円で合計10億5,438万5,000円。
前年度より1,349万7,000円の増額となります。増額となった理由といたしましては、8年度より始
まる子ども・子育て納付金が新たに追加されるものによります。こちらは神奈川県が算定した数字を基に計上させていただいております。
保険事業費、特定件数審査及び、保健指導、指導事業、国保ヘルスアップ事業については、ご覧の通りの事業を行う予定です。
5　基金積立金から　7 諸支出金、予備費については、記載の通りとなります。
歳入歳出の詳細については以上でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　【ご質疑、ご質問】

（委員）一般会計繰入金についてですが、1億1,000万から7,000万円と推移して、令和8年度はゼロになる予定ですが、令和８年度は一般会計からの繰入れを行わない予定ですよね。それは大丈夫なのでしょうか。
（事務局）その他の一般会計繰入金につきまして、来年度はゼロとしております。基本的には一般会計からの繰入金は、町税からの繰入金になりますので、繰入れが無い状態で国民健康保険の特別会計を運営するのが一番適正な形になります。
また、全国的にも保険料の統一というお話がありまして、令和18年に神奈川県下で保険料が統一されます。その中で国は方針としまして、一般会計の繰入金は無くしていくという方向で、すでにそれが実施されている都道府県もございます。そういう国の方針に沿ってる形で葉山町も令和8年度の予算を組み立てております。
その中で来年度の保険料率は、今年度と同じ据え置きを予定としています。皆さんの負担を全く上げない予定です。そういう料率を上げない中で、さらに一般会計からの繰入金をなくして、健全な町の国保財政運営をしていくという形で今回の予算を組まさせていただいております。

（委員）会社などの社会保険は、2分の1ぐらいお金が入りますよね。
それで調整しますよね。私の考えでは、町からの補助金、つまり繰入金があってもいいんじゃないかな、という考えですね。

（事務局）社会保険の場合ですと今おっしゃったとおり、企業の方から2分の1ほど助成が出ますが、国民健康保険の場合は、歳入予算書に書いてある（1）から（7）番までの保険基盤安定繰入金などに国・県費が投入されております。企業が出さないかわりに、国、県、町の負担もこの中に含まれてるのですけど、そういう形で支援ということになると思います。

（委員）わかりました。あと、令和8年度の見込み世帯数が約4,000世帯ですね。7年度の世帯数を教えて下さい。

（事務局）本日の資料の中に、国民健康保険の加入状況というものを参考資料として一番後ろの方につけさせていただきました。こちらで見ていただきますと令和7年度12月31日現在で一番新しい速報値を載せておりますが、見ていただきますと、世帯数が4,153世帯、被保険者数が6,217人になるのですけれども、そこから令和８年度予算の時点まで大体世帯が150世帯ほど減ってしまう見込みです。被保険者数6,217人からですから、約200人ほど減る見込みです。
やはり世帯数もこちらの資料のとおり減る見込みでございます。

【審議結果】
議題１　令和７年度国民健康保険特別会計２月補正予算（案）について、ご承認頂いた。
議題２　葉山町国民健康保険条例改正（案）について、ご承認頂いた。
　　　　議題３　令和８年度国民健康保険特別会計予当初算（案）について、ご承認頂いた。
【議題４】その他
次回の運営協議会の予定をお伝えした。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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